
 

検討会設置一覧表 

 

１ 三重県産材利用促進に関する条例検討会 

（１）設置目的 

三重県産材の利用の促進に関し、条例の制定に向けた調査及び検討を行

うため 

（２）定  数 １１人以内 

（３）構成議員 議長が指名する者 

（４）設置期間 当該調査及び検討の終了まで 
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